
小中一貫教育制度について  
 

１ 小中一貫教育のとらえ 

平成 26 年 12 月の中央教育審議会の答申に示された小中一貫教育校の要件を

踏まえ、神奈川県と同様に、次のとおり小中一貫教育を捉える。 

 

 

 

 

①「小・中学校が、同じ教育目標のもと、めざす子ども像を共有」  

小・中学校で一つの学校という一体感のもとに、９年間をひとまとまりとと

らえた同じ教育目標（義務教育修了段階で身に付けさせたい力）のもと、小・

中学校におけるそれぞれの発達の段階に応じた「めざす子どもの姿」を小・中

学校に関わる全ての人（教職員、地域の方、保護者）が共有する。 

 

②「義務教育９年間を一貫した系統的な教育課程を編成」  

校種間の円滑な接続・連携の観点が重視されている学習指導要領の趣旨を十

分に踏まえ、小学校１年生から中学校３年生まで連続的に成長する子どもの姿

を見通しながら、各教科等の９年間一貫した系統的な教育課程を編成する。 

 

③「それに基づき行う教育」 

学校生活の中で指導に当たる教職員は、義務教育９年間の教育活動を理解し、

教育実践に取り組むとともに、小学校１年生から中学校３年生までの全ての児

童･生徒が、それぞれの発達の段階に応じた指導を受けることができる。  

 

２ 小中一貫教育校の種類 

①義務教育学校 

・ １人の学校長の下、一つの教職員組織により、原則として小中の教員免許

を併有した教員が９年間の一貫した教育を行う学校です 。 

・ 修業年限は９年間。９年間の教育目標を設定し、９年間の系統性を確保し

た教育課程を編成します。 

 

②併設型小学校・中学校 

・ 学校ごとに学校長を配置し、独立した学校ごとの教職員組織により、義務

教育学校に準じた形で一貫した教育を行う学校です。 

・ 従前どおり教員は各学校種に対応した教員免許を保有します。  

・ 修業年限は小中学校と同じですが、９年間の教育目標を設定し、９年間の

系統性を確保した教育課程を編成します。 

・ 中学校区におけるこれまでの小中連携の取組を基盤として、一貫教育に

レベルアップさせるイメージです。 

①小・中学校が同じ教育目標の下、めざす子ども像を共有し、②義務教育

９年間を一貫した系統的な教育課程を編成し、③それに基づき行う教育  
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 ③連携型小学校・中学校 

・ 市町村の境界をまたぐ形で集落があり、小学校と中学校が事務組合立で

設置者の異なる小学校と中学校が一貫した教育を行う学校です。 

・ 小中一貫教育の実質が担保されるよう適切な運営体制を整備することが

求められます。 

 

 



３ 小中一貫教育校の施設形態 

  

 

 

①施設一体型 

・ 同一校舎内に児童生徒の教室があり、組織・運営一体の教育を実施します。 

・ 学校施設は、新規の建設や既存の施設を改築することが必要となります。 

・ 施設の共有化は、小中の連携を高める上で効果が大きいです。 

 

②施設隣接型 

・ 隣接する小中学校において、カリュキュラムや教育目標に一貫性を持た

せ、学校行事等を合同で実施することができます。 

・ 施設は既存のものを活用する場合と新規に建設する場合とがあります。 

・ 学校間に連絡通路を敷設したりして、児童生徒や教職員の行き来がしや

すくなります 。 

 

③施設分離型 

・ 離れた場所に位置する小中学校において、カリュキュラムや教育目標に

一貫性を持たせ、互いに連携を図りながら教育活動を実施します。 

・ 既存の施設を利用するので、小中一貫教育に取りかかりやすい。  

施設隣接型  
隣接 した形 で校舎 を設置 している。   

離れた場所 に位置する校舎 を設置 している。  


